
令和３年度 第１回安曇野市国民健康保険運営協議会 会議概要 

１ 審議会名  安曇野市国民健康保険運営協議会 

２ 日  時  令和３年５月19日 午後１時30分から午後３時05分まで 

３ 会  場  市役所本庁舎 ３階 全員協議会室  

４ 出席者   古澤委員・有賀委員・東本委員・一志委員・三沢委員・中野委員・古川委員 

        山本委員・丸山委員・藤松委員・布山委員・高橋委員・中島委員 

        （欠席 中村委員・徳竹委員） 

５ 市側出席者 鳥羽部長・上條課長・丸山補佐・米倉補佐・飯田係長・内川主査 

        健康推進課 高橋補佐  

６ 公開・非公開の別 一部非公開（安曇野市情報公開条例第５条第１項第５号による） 

７ 傍聴人  １人 報道  ０人  

８ 会議概要作成年月日 令和３年６月２日  

協  議  事  項  等 

 

会議の概要 

１．開会 (上條課長) 

 ２．会長あいさつ（藤松会長） 

 ３．保健医療部長あいさつ（鳥羽部長） 

 ４．新任事務局職員自己紹介 

 ５．協議・報告事項 

 （１）議事録署名人の指名 （古川委員・高橋委員） 

（２）報告事項 

    ① 「安曇野市国民健康保険税条例の一部改正について」 

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健 

康保険税の減免の対象期間延長を行う。 

② 「長野県における国民健康保険税の統一に向けたロードマップについて」 

 県の示す長野県における国民健康保険税の統一に向けたロードマップについて、 

県内国保税統一に向けた考え方及び、今後の工程について説明。 

③ 「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について」 

国の方針のほか、市として取り組む健診・保健指導、データヘルス計画の実施、 

保険者努力支援制度等との関係とともに制度の概要を説明。 

    その他「国保健康ポイント制度の普及状況」 

        これまでの実施状況、取り組みの成果、現状における課題、本年度の事業展開に

ついて説明。 

 （３）協議事項 

     非公開 

（４）その他 

    質 疑 

    （委員）  報告事項「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について」で触れ

た、データヘルス計画中間評価報告書に示された、医療費が高額となった被

保険者と国保税未納者との関係性について示してほしい。 

 

    （事務局） これまでご指摘の観点で集計を行ったことがないため、今後の課題とさせ 

てほしい。 

様式２ 



協  議  事  項  等 

 

    （委員）  医療機関が所得の低い方から相談を受け困惑する状況がある。そのような

観点からも調査いただき、そういった方にも手を差し伸べてほしい。 

 

（事務局） 未納者の方で、被保険者証ではなく資格証明書の交付を受けている方 

が、脳や心臓の疾病で突然倒れられ、親族の方が相談に見えて、納付相 

談の上、被保険者証の交付、未納額の納付に至った経過はある。 

 

 

   その他質疑なし 

 

 ５．閉会（藤松会長） 

 

※会議概要は、原則として公開します。会議終了後、２週間以内に作成しホームページへ掲載すると

共に閲覧に供してください。 

※会議を非公開又は一部非公開とした場合は、その理由を記載してください。 



安曇野市国民健康保険運営協議会 会議次第 

 

令和３年５月 19 日午後 1時 30 分～ 

安曇野市役所本庁舎３階 全員協議会室 

１ 開   会 

２ 会長あいさつ 

３ 保健医療部長あいさつ 

４ （新任）事務局職員自己紹介 

５ 協議・審議事項        

（１） 議事録署名人の任命 
 
     ・            ・            

 

（２） 報告事項 

① 安曇野市国民健康保険税条例の一部改正について 

                  「資料１」ｐ１～２ 

② 長野県における国民健康保険税の統一に向けた 

  ロードマップ（案）について  「資料２」ｐ３～５ 

③ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施について 

                  「資料３」ｐ６～10 

    その他 

      国保健康ポイント制度の普及状況「資料４」ｐ11～14 

 

（３） 協議事項 

 

（４） その他 

 

６ 閉   会 



 

 

 

会 議 資 料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年５月 19日（水） 

安 曇 野 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 
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タイトル 安曇野市国民健康保険税条例の一部改正について 

要旨 

令和２年度に実施した新型コロナウイルス感染症の影響により

収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免を令和３年

度も引き続き実施します。 

説明 

 

「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険

者等に係る国民健康保険税の減免に対する財政支援の基準」に基

づき、減免に要する費用を特別調整交付（補助）金の財政支援の

対象とする通知が国から示されたため、令和３年度も対応できる

よう条例の改正を行います。 

 

報告事項 資料１ 
第 1回国保運営協議会 

令和３年５月 19 日(水） 

保健医療部 国保年金課 
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タイトル 
長野県における国民健康保険税の統一に向けた 

ロードマップ（案）について 

要旨 

平成 30 年度より、県も市町村とともに国保運営を担うこととな

り、県が財政運営の責任主体となったことから、長野県により、中

長期的に持続可能な国保運営を図るため、主に保険税水準の統一に

向け、国保運営の工程表（ロードマップ）が作成されました。 

説明 

１ 県によるロードマップ作成の目的 

県単位での中長期的な国保運営を図るため、保険税水準の統一

に向けた令和３年度から令和９年度における工程表（ロードマッ

プ）が策定されました。 

 
２ 課題と対応 

  市町村により、国保会計に保健事業費の計上、任意給付の実施、

資産割実施等の有無、応能・応益割合、収納率、医療費水準等の

ばらつきがあり、税率がまちまちです。 

  最終的には、目指す姿として掲げる状態を達成するために、検

討、調整を行ないますが、税額の急激な上昇を避けるため、先ず

は二次医療圏単位での調整を行こととなります。 

 

３ 安曇野市における影響 

  県の方針では、比較的なだらかな移行が可能となる、二次医療

圏での医療費指数の統一と、応益割額の平準化を目指すこととさ

れていますが、安曇野市を含む松本圏域二次医療圏については、

医療費指数が高く、二次医療圏単位での平準化が困難であるため、

当面は個々の市町村単位を継続することとされています。 
しかし、高額な医療費が発生した場合は、市の単位での納付金

額が上昇することとなるため、今後も状況を注視していく必要が

あります。 
 

 

報告事項 資料２ 
第 1回国保運営協議会 

令和３年５月 19 日(水） 

保健医療部 国保年金課 
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①医
療費
水準

長野県における国民健康保険運営の中期的改革方針

目 指 す 姿現 況

①
医
療
費
水
準

・医療費水準が県平
均より低い圏域では、
ひとまず二次医療圏
で統一が必要
・二次医療圏内の医
療費水準の格差是正
のため、県の関与を
高めることが必要
・人工透析患者等が
複数発生すると、小
規模な町村では医療
費が急激に上がり大
変

②
保
険
料

・急激に保険料（税）
率が上がらないよう
に、時間をかけて
・資産割は不公平で
あり廃止すべき
・資産割はＲ９までで
あれば廃止可能

③
個
別
公
費

・保険者努力支援等
の努力に対するイン
センティブは引き続き
残すべき

④
収
納
率

・収納率は100％～
92％と市町村間で差
が大きく、県平均の収
納率にすることは、収
納率の高い市町村の
被保険者の理解が得
られない

⑤
保
健
事
業
等

・市町村独自の保健
事業は上手く残して
欲しい
・人間ドック補助金な
どは統一して欲しい

Ｒ３～Ｒ９の改革案

コンセ
プト

結核精神給付金は県の統一対象にし
ない

③個別
公費

②保険
料

④収納
率

⑤保健
事業、
任意給
付

≪市町村の主な意見≫

⒈完全統一
（所得割：〇％、均等割：〇円、平等割：〇円）

目に見える県的
保険料統一の前
提条件

Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９Ｒ５Ｒ３ Ｒ４ Ｒ６

項 目 全 県
二次医療

圏
県平均

①医療費
水準
(※1)

最高
1.2327
（平谷村）

0.9963
（松本）

0.9413
最低

0.6613
（王滝村）

0.8728
（南信州）

調定額
（※2）

最高
119,638円
（小布施町）

103,075円
（北信）

94,575円

最低
40,198円
（大鹿村）

83,872円
(北ｱﾙﾌﾟｽ)

総所得
（※2）

最高
1,034,058円
（川上村）

651,377円
（佐久）

595,839円

最低
392,051円
（小川村）

523,147円
(北ｱﾙﾌﾟｽ)

②
保
険
料
（医
療
分
）(※

3)

所得
割率

最高
9.1%

（松本市） 6.31%
（単純）

最低
2.7%

（根羽村）

資産
割率

最高
50.0％
（麻績村） 21.52%

（単純）
最低 0.0％

（31市町村）

均等
割額

最高
27,000円
（御代田町） 19,509円

（単純）
最低

8,000円
（大鹿村）

平等
割額

最高
27,000円
（御代田町） 19,889円

（単純）
最低

7,400円
（売木村）

③
個別
公費
(※1）

最高
21,671円
（売木村）

7,068円
（上伊那）

5,280円

最低
2,611円
（青木村）

4,414円
（長野）

④
収納率
（※4）

最高
100%

(下條村、泰阜
村、大鹿村)

98.34%
（南信州）

95.1%

最低
92,66%
(長野市)

94.0%
（長野）

⑤

保健
事業
（※5)

最高
76,274円
（泰阜村）

8,664円
（木曽）

5,352円
最低

1,866円
（売木村）

4,092円
（南信州）

任意給付
ⅰ出産育児一時金（42万円）、
葬祭費（1～5万円、１村未実施）

ⅱ結核精神給付金（33市町村）

≪格差の状況≫

※１）Ｒ２納付金算定データ ※２）Ｈ30国保実態調査
※３）Ｒ２年度 ※４）Ｈ30年度現年分 ※５）Ｈ30年度

（円は一人当たり）

≪概要≫

歳出

歳入

歳出

歳入

歳出

歳入
定額
公費

納付金
総額

保険給付費等

定額
公費

納付金
総額

保険給付費等

保険給付費等

保険料

定額
公費

納付金総額

１人当たり

県平均に均す

収納率は県平均にみなす

納付金

対象に

入れる

保健事業費

任意給付等

個別

公費

保健事

業関係

個別公費

医療費

水準の

反映

やめる

１人当た

り県平均

に均す

県平均に均さ

なくても可能

納付金

対象に

入れなく

ても可能

保健事業費

任意給付等

個別

公費

保健事

業関係

個別公費

医療費水準の

反映やめる

収納率は個別でも可能

県平均

に均さ

なくても

可能

県平均に均さ

なくても可能

保健事業費

任意給付等

個別

公費

保健事

業関係

個別公費

医療費水準の

反映も可能

収納率は個別でも可能

県平均

に均さ

なくても

可能

納付金

対象に

入れなく

ても可能

保険

料

保険

料

保険

料

保険

料

前期高齢者

交付金

前期高齢者

交付金

前期高齢者

交付金

⒉準統一
（所得割：〇～〇％、均等割：〇円、平等割：〇円）

⒊標準保険料率の採用（二次医療圏単位）
（二次医療圏単位等の料率で県が示す所得割、均等割、平等割に従う）

市町村・県が
行うこと

〇医療費水準
の高い市町村
の保健事業へ
の取組強化

〇県的・二次
医療圏におけ
る医療費分析・
予防対策の関
係者間の共有
と「県民運動
化」の実現

〇収納率の格
差を是正し高
い収納率の達
成

・３医療圏（長野、松本、上田）は引き続き各市町村の医療費指数を
反映

・７医療圏は二次医療圏で医療費指数を統一
・Ｒ４から1/6ずつ、Ｒ９で6/6全て反映

・県的統一に向けた議論

県も含めた保険者の保健事業の充実を図り、医療費水準の平準化の
取組を進める
・国保予備軍となる協会けんぽ加入の40～50代への関与・連携
・二次医療圏単位でのデータ分析、取組みの重点化

・当面は個々の市町村の努力を評価して配分
・県の関与により医療費適正化や収納率向上等の取組みを県全体
で高め、一定程度平準化したところで統一する。

・県的統一に向けた議論

・Ｒ９までに資産割を廃止する（対象４６市町村）

・応益割額が著しく低い町村は標準保険料率を目指し、
段階的に引上げ（影響が大きい町村へ財政支援）

・県的統一に向けた議論

・条例・規則等により口座振替の原則化を義務付け、ペイジー等の導
入により収納率の向上を図る

・県的統一に向けた議論

・保健事業費の計上の標準化、人間ドック補助金等の事務費の統一
を進める。

・県的統一に向けた議論

❶ 二次医療圏単位で集約することで、個別市町村における高額な医療費の発生リスク

による保険料上昇要因を抑える

❷ 最終的統一のイメージは市町村によってバラバラのため、Ｒ９までは「目指す姿 １～

３」のいずれにもいけるように料率等の格差是正を図る

概
ね
、
二
次
医
療
圏
の
統
一
・
応
益
割
の
水
準
の
平
準
化
の
達
成

市町村・県が
行うこと

〇最低限３医
療圏（長野、松
本、上田）の二
次医療圏水準
の反映を行うた
め、保健事業へ
の取組を強化

⑥法定
外繰入

・決算補填等目的の
法定外繰入の解消（７市町村）

歳出

歳入

保険給付費等　＜統一済＞

④市町村が被保険者に賦課

（県が示す応益・応能割合はあくまで参考基準）

市町村の事情、保険者努力

により配分に差がある

・３方式に統一されていない

・応能・応益割合がバラバラ

・収納率の差が保険料賦課額に影響

保健事業

費の計上、

任意給付

等バラバラ
個別市町村の

医療費水準に

より額を調整

⑤保健事業費

任意給付等

③個別

公費等

保健事業

関係個別

公費

②保険料 ②保険

料

前期高齢者交付金

<統一済>

定額公費

<統一済>
①納付金総額

県会計（=市町村会計合計） 市町村単独会計

81億

1835億

514億

433億

657億

22億 10億

32億

664億



６ 
 

 
 
 

タイトル 高齢者保健事業と介護予防の一体的実施に関する状況について 

要旨 

市は令和３年４月、「高齢者の医療の確保に関する法律」第 125 条の

２第１項の規定により、長野県後期高齢者医療広域連合の広域計画に基

づき委託を受けて高齢者保健事業を実施するに当たり、高齢者が抱える

健康課題に適切に対応し、効果的かつ効率的な実施を図る観点から、高

齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の在り方等について基本的な

方針を定め、取り組みを行っています。現状報告をします。 

説明 

 

１ 一体的実施の推進体制 

当市高齢者保健事業の実施は、国民健康保険 保健事業の主担当課で

ある国保年金課と、介護保険地域支援事業を担任する介護保険課および

国保特定保健指導等を担任する健康推進課と相互に連携を図り、保健医

療部が一体となって事業を推進します。 
さらに、地域包括ケアシステム強化を図るため、市医師会・市歯科医

師会等の医療関係機関や有識者会議等との情報共有・助言により事業連

携を進めます。 
 

２ 事業内容の説明 

① 構造図「持続可能な社会保障制度に向けて～国の動きを理解する」 

（資料３－１） 

② 第 2期安曇野市国民健康保険保健事業実施計画 

（データヘルス計画）中間評価報告書（資料３－２） 

③ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業について 

（資料３－３） 

（説明者：健康推進課） 

 

 

 

報告事項 資料３ 
第 1回国保運営協議会 

令和 3年 5月 19 日(水） 

保健医療部 国保年金課 
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①

※H28～総報酬制導入、企業負担分含む

2021.4.30作成

特別調整交付金
交付基準（省令Ｒ2.3）
広域連合が市町村に委託

基準額の2/3補助,1/3は保険料

Ｈ26一般介護予防事業創設
要支援者の訪問介護、
通所介護を総合事業へ移行

地域共生社会実現に向けた

介護保険制度の見直し
保険者機能の強化

介護予防の取組を評価
データの利活用促進

標準的な健診・保健指導
プログラム(30年度版) 

短 期：メタボ・高血圧・脂質・糖尿病

中長期：脳血管・虚血性心疾患・腎症

持続可能な社会保障制度に向けて 国の動きを理解する

健 康 局

特定健診・保健指導
在り方検討会

（H28.1.8～ 座長：永井良三）

医療計画
（医療法）H30～35年6年間

◎医療機能の分化と連携

5疾病5事業

○糖尿病
○脳卒中
○心血管疾患
○がん

○精神疾患

○在宅医療

高齢者の医療の確保に関する法律(H20施行)

保健事業実施指針全部改正(R2.3)
一体的実施を位置づけ

技術的事項 制度的事項 （お金）

健康増進法 (H15施行) 健康増進の総合的な推進、基本的方針「健康日本２１」 〔第6条〕健康増進事業実施者：健康保険法、国保法等、学校保健法、母子保健法、労安法、高確法、介護保険法、市町村
健康診査実施指針(R2.2改正 大臣告示）生涯を通じた継続的な健康管理、電磁的記録形式、健診情報の継続

老 健 局

特定健康診査等基本指針等改正(H29.8大臣告示）

保険者別の実施率公表、運用ルールを緩和

保 険 局

保険者による健診・保健
指導等検討会

（H23.4～ 座長：多田羅造三）

国民健康保険法
保健事業実施指針改正（R2.3）
一体的実施、糖尿病性腎症を追加

持続可能な医療保険制度を構築するため

の国保法等の一部を改正する法律
(H27.成立,H30.4施行）

日本健康会議2020
（H27.7～ 事務局長：渡辺俊介）
経済団体、医療団体、保険者
全国知事会、全国市長会等

健康なまち・職場づくり
宣言（8つの宣言）

宣言1 住民へのインセンティブ
宣言2 糖尿病重症化予防
宣言3 保険者協議会の取組
宣言4 健康経営の取組

(健保企業)
宣言5 健康宣言の取組

(協会けんぽ)
宣言6 加入者への情報提供

日本健康会議の開催 9月
保険者データヘルス全数調査(8月）

新改革工程表ＫＰＩの進捗把握

民間主導の活動体

特別調整交付金を
保健事業に活用

生 活 習 慣 病 発 症 予 防・重 症 化 予 防 ( 健 康 づ く り ） 重症化予防・介護予防

◎日本再興戦略(成長戦略）（H25）保険者機能強化、データヘルス計画の策定・取組、 糖尿病重症化予防

◎全世代型社会保障検討会議第2次中間報告(2020.7.6）

保険者努力支援制度・介護ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞの抜本強化、ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づく政策の促進

◎経済財政諮問会議 （予算要求の基本方針）

首相

官邸

健康寿命の延伸
(生涯現役)

社会保障費の安定

Ａ

Ｄ

７

医療費適正化計画
（高確法）H30～35年6年間

【外来医療費の適正化】
糖尿病重症化予防
特定健診・保健指導等

【入院医療費の適正化】
病床機能の分化・連携

腎疾患対策検討会報告書
（H30.7 座長：柏原直樹）

糖尿病重症化プログラムの活用
を含め腎疾患対策に取り組む

高齢者の保健事業のあり方WG
(H28.7～座長：津下一代）

高齢者の特性を
踏まえた保健事業
ガイドライン第2版

(H30.4策定、R1.10.16改正）
保険者機能を発揮した保健事業
保健事業実施指針に反映

Ｂ

宣言４・５の展開

健康・医療戦略推進本部

保険者のデータへルス強化
企業と保険者のコレボへルス

健康スコアリング
レポート送付 Ｈ30.8～

日本健康会議

厚労大臣・経産大臣 連名

KDBにスコアリングレポート
機能追加 R1～

４

医政局

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑの構築・地域共生社会の実現

地域医療構想の推進
介護医療院への着実な移行

かかりつけ医、訪問看護の強化
データヘルス改革の推進

地域医療構想
(医療介護総合確保法)

【2025年の医療需要】
急性期・回復期・慢性期

必要病床数算定
病床機能報告制度

構想区域毎の調整・協議

Ｃ
Ｅ

医療介護総合確保法等（H26.6成立）

在宅医療と介護連携の推進

介護保険法(Ｈ12施行）

一体的実施を位置づけＲ2
医療法
(H29改正）

Ｆ

全国知事会
「健康立国宣言」

H30.7.27

『健康立国』実現に
向けて提言（Ｈ31,4）

糖尿病重症化予防のため
保健師等人材確保の支援強化

地方の責任を果たす

２

19

重症化予防(国保・後期）WG
（H27.11～ 座長：津下一代）

糖尿病性腎症重症化予防
プログラムH28.4 改正H31.4

厚労省・日本医師会・
糖尿病推進会議

宣言２の展開

５

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等一部改正法(R1.5公布、R2.4施行）
高確法、国保法、介護保健法に 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を位置づけ

G

高齢者の保健事業と
介護予防の一体的な実施

に関する有識者会議
報告書2018.12(座長：遠藤久雄)

保険局・老健局合同

食事摂取基準
2020年版

（H30.4～座長:伊藤貞嘉）
生活習慣病発症・重症化予防
高齢者フレイル、低栄養予防

６

11

国民のPHR推進に
関する検討会

（R1.9～座長:永井良三）

個人の健診、服薬履歴を
本人が把握する仕組み

2020年～健診,
2021年～服薬履歴

10

９

15

新経済・財政再生計画改革工程表（2019.12.19）

★糖尿病等の生活習慣病予防、慢性腎臓病の予防の推進
ｱｳﾄカム：新規透析患者数減少、糖尿病有病者の増加の抑制、ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの減少

Ｒ2.6介護法改正
(地域共生社会実現のため

の社会福祉法等改正法）

医療・介護ﾃﾞｰﾀの基盤整備
認知症施策の総合的推進

財 源

◎高齢者の増加、現役世代の急減

2025年団塊世代が全て後期高齢者へ
2040年高齢者人口がピーク

現役世代の急減
高齢者、単身世帯の増加

◎社会保障費の増加

2040年医療費約1.7倍 66兆7千億円
介護費約2.4倍 25兆8千億円

社会構造の変化

Ｈ12年 Ｈ30年 Ｈ12年 Ｈ30年

11.2 16.3 1.5 3.6 11.1 3.1
兆円 兆円 倍 兆円 兆円 倍

1,478 1,746 1.2 218 644 3.0
万人 万人 倍 万人 万人 倍

73.6 93.2 1.3 145 271 1.9
万円 万円 倍 万円 万円 倍

2,911 5,869 2.0
円 円 倍

2号
被
保

5,723
　　円

2.8
 倍

1号

2号
国
保 2,075

　
円

5,659
　　円

2.7
倍健

保
組
合

8.5% 9.1%
1.1
　倍

保
険
料
率

協
会
け
ん
ぽ

8.5% 10.0%
1.2
　倍

保
険
料

被
保
険

者
数

介
護
認

定
者
数

一
人
当

医
療
費

一
号
一

人

当
費
用

医療保険料率(被用者保険) 介護保険料

後期高齢者医療 介護保険サービス

総
費
用

総
費
用

保険者における予防・健康づくり等のインセンティブ

保険者インセンティブの抜本強化、アウトカム指標の拡大、見える化の促進

健保法等
ｵﾝﾗｲﾝ資格確認

国保ヘルスアップ事業の拡充 250億円

市町村ごとの点数獲得状況を公表Ｒ2～

３

データヘルス計画
高確法、国保法、健保法等に
基づく「保健事業実施指針」

(大臣告示)に基づく計画
H30～35(6年間）

特定健診等実施計画と
一体的に作成

Ｒ２ 中間評価

保
険
者
協
議
会(

高
確
法
）で
取
組
を
共
有
・共
同
で
デ
ー
タ
分
析

事
務
局
：国
保
連
合
会(

県)

18

特別調整交付金 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 R2～

８

12

13

データ分析、地域の健康課題把握

対象者の抽出、事業の企画・調整

この一連の流れを重視

16

自治体の予防・健康づくりを後押し

17

20

三つの一体的実施
①国保保健事業と後期高齢者保健事業の接続

糖尿病等重症化予防の支援が途切れないよう同様の支援を実施

②保健事業と介護予防の一体的実施

③広域連合と市町村の一体的実施

循環器基本法（R１.12施行) 循環器病対策推進基本計画（R2.10.26閣議決定、6年間）普及啓発、医療、福祉体制充実 （脳梗塞・脳出血・くも膜下出血・急性冠症候群・急性大動脈解離・急性心不全）

総額400億円

介護ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ抜本強化
自立支援・重症化予防

介護予防等の取組進める

R2～保険者努力支援
交付金200億円

介護予防、健康づくりに活用
市町村180億円、都道府県10億円

H30～保険者機能強化
推進交付金200億円
市町村180億円,都道府県10億円

22

後期高齢者医療 介護保険

市町村
８％（1.3兆円）

保険料
８％（1.3兆円）

公費

公
費

（
税
金

）

国
32%（5.2兆円）

国
25％（2.5兆円）

都道府県
12.5％（1.5兆円）

都道府県
８％（1.3兆円）

市町村
12.5％（1.4兆円）

保
険
料

１号被保険者
(６５歳以上）

23％（2.5兆円）

支援金
41％（6.8兆円） 2号被保険者

（40～64歳）
27％（2.9兆円）

50%

50%

14

国 ３２％（５.２兆円）

うち調整交付金 ８％（１.３兆円）

普通調整交付金

特別調整交付金

後期高齢者支援金
被用者の事業主負担1/2
H29～全面総報酬割

２号被保険者介護保険料（介護納付金）
被用者の事業主負担1/2
R２～全面総報酬割
医療保険者が医療保険料と一体的に徴収

対象

すべて

・住民主体の予防活動育成・支援

・地域ﾘﾊﾋ゙ ﾘﾃｰｼｮﾝ活動支援等

要支援

要介護

予防給付（訪問看護、福祉用具）

介護給付（介護保険サービス）
　※特養入所は要介護3以上

事　　　　　業

地
域
支
援
事
業

包括的支援事業

総
合
事
業

一般介護予防事業

要支援
それ以
外も可介護予防・生活支援サービス

（通所型、訪問型、配食等）

医
療
か
ら
介
護
へ
・
施
設
か
ら
在
宅
へ

介護保険事業計画
介護法Ｈ30～Ｈ32（3年）
自立生活支援、悪化防止

21

協会けんぽ

(65) ①特定健診受診率 (70) (7)

②特定保健指導実施率 (70)

③ﾒﾀﾎﾞ該当・予備群減少率 (50)

②糖尿病等重症化予防
   (22) ④糖尿病重症化予防 (120) ②重症化予防 (21)

  要医療者受診勧奨

⑤重複・多剤服薬 (50) ③適正受診、適正服薬 (7)

④後発医薬品の使用促進 (22) ⑤後発医薬品使用割合 ⑥後発医薬品の使用割合 (120) ④後発医薬品の使用促進 (7)

(21) ⑦個人ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ提供 (90) ⑤個人への働きかけ (7)

(18) ⑧個人への情報提供 (20) ⑫専門職の配置 (10)

⑨がん検診受診率 (40) ⑥歯科健診,結果活用 (7)

　歯科健診受診率 (30)

(24) ⑩ﾃﾞ ﾀーﾍﾙｽ計画策定・取組 (40) (4)

　4つの視点で中間評価

⑪地域包括ｹｱの取組 (30) (8)

　一体的実施

(21)

⑩医療費通知 (5)

都道府県の取組(KDB医療
費分析、糖尿病重症化等）

(120)

年齢調整後医療費 (60)

新規透析導入患者数 (20)

合計 (200) (310) 合計 (130)

①健診実施、結果を
　活用した取組

※評価加点 (5)

①特定健診実施率
特定保健指導実施

①特定健診実施率
②特定保健指導実施

市
町
村
分

⑤個人ｲﾝｾﾝﾃｨﾌ゙ ﾞ提供

　市町村分合計　　　（1000)

都
道
府
県

市町村指標（健診・保健
指導、糖尿病重症化等）

⑥個人への情報提供、
   健診ﾃﾞ ﾀーの保険連携

(偏差値方式、
指標ごとに

素点を合計）

⑦がん検診,
   歯科健診等

(28)

健保組合・共済組合 国保【市町村・都道府県】 後期高齢者広域連合

後期高齢者支援金
の加算・減算

2020年に最大10%

支部保険料率に反映
後期支援金保険料率
に0.01％を盛り込む

保険者努力支援制度
Ｒ３年度1000億円規模

特別調整交付金
に反映100億円規模

事業費連動分300億円

③特定保健指導対象
　 者の減少

④特定保健指導対象者
　減少率

⑧事業主との連携、
　被扶養者へ働きかけ

③要治療者の医療機関
　受診率 HbA1c8以上未治療の割合

(110)

取り組み※評価加点 (5)

※評価加点 (5)

都道府県分合計

※評価加点 (5)

ア

ウ

ト

カ

ム
※KDB等を活用し効果検証を
行っている場合加点

⑦ﾃﾞ ﾀーﾍﾙｽ計画
　策定・取組

⑧地域包括ケアの
　取組

⑨高齢者の特性を踏
まえた保健事業※太字は事業費連

動分としても評価さ
れる項目
※赤字はＲ３年度改
正

市町村国保との連携

保険者間の再委託可能

１

見えるかシステムにて年

齢調整の統計が発表

23

１企画・調整の業務に従事する医療専門職（保健師想定）
 KDBシステムを活用した地域の健康課題の把握・対象者の抽出

事業の企画・調整等、医療関係団体との連絡調整

４ (1)高齢者に対する個別支援ハイリスクアプローチ
　　  ア 低栄養防止・重症化予防の取組
　　　イ 重複・頻回受診、重複投薬者等への相談・指導の取組
　　　ウ 健康状態不明高齢者の把握、支援
４(2)通いの場等へ積極的な関与(ポピュレーションアプローチ)　
　　　ア 通いの場等でのフレイル予防の普及啓発、健康教育、健康相談
　  　イ フレイル状態の高齢者等の把握、指導･支援
 　　 ウ 健康に関する相談、多くの高齢者の健康づくりに寄与する取り組み
 　　 エ 把握した高齢者の状態に応じた、受診勧奨、サービス利用勧奨等

【人件費】
1市町村

１人580万円
10圏域ごとに１人増

２地域で個別支援等を行う医療専門職(保健師、管理栄養士、歯科衛生士) 実施する圏域毎

【人件費】
　350万円

【需用費等】
　　50万円

課題分析・優先順位を整理の上、

目標・評価指標を設定し、

ア～ウ1つ以上

ア、イいずれか１つ以上、

実情に応じウ、

必要に応じてエ

資料３-１
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１　施策化の背景
【 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する有識者会議　報告書　　平成30年12月3日】　
 　　有識者会議： 「経済財政運営と改革の基本方針2018（骨太方針2018）」を受けて、Ｈ30.9月に立ち上げられ、全5回を開催した専門家会議

【総人口・社会保障費の推移と目指す取組】 今後、日本の総人口が減少に転じる中、高齢者(特に75歳以上)の占める割合は増加が想定され、認知症高齢者、高齢者の単独・夫婦のみ世帯も併せて増加し、社会保障費の増大も想定され、健康寿命の延伸が重要。

社会保険審議会　介護保険部会資料

２　根拠法令および計画の現状と課題、求められる施策

高齢者の医療の確保に関する法律(Ｈ18成立、Ｈ20施行)
特定健診・特定保健指導の保険者実施義務、特定健診等実施計画策定

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の
一部を改正する法律(Ｈ27成立、Ｈ30施行)

ﾃﾞｰﾀﾍﾙｽ計画（第2期　Ｈ30～Ｒ5）策定、保険者努力支援制度の本格実施、

都道府県が国保財政運営の責任主体となる

介護保険法(Ｈ12施行)
Ｒ2～介護保険者努力支援交付金(介護インセンティブ抜本強化)

地域共生社会実現に向けた保険者機能強化、介護予防の取組を評価、データの利用促進

介護保険事業計画(第8期　Ｒ3～Ｒ5)策定

2021.2.12

関係各課協議会提出資料(表面)

～はじめに～

我が国の平均寿命は世界最高水準に達しているが、こうした長寿化を国民の安心に繋げるとともに、高齢者の多様な社会参加を促進し、社会全体の活力を維持していくことは重要な政策課題であり、健康に長生きできるよう、健康寿命を延伸することが重要となっている。

とりわけ、加齢に伴う身体的な機能の低下や複数の慢性疾患に加え、認知機能や社会的な繋がりの低下といった多様な課題や不安を抱えている高齢者も多く、介護予防やフレイルの防止、疾病の重症化予防等の効果的な実施が求められている。 ~略~

高齢者の特性に応じて、医療保険の保健事業と介護保険の介護予防を効果的・効率的に提供していくためにはどのような体制や取り組みが必要になるか等について、自治体や関係団体の取り組みに関するヒアリングを含め、集中的に議論を重ねてきたところである。 ～略～

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業について

75歳以上人口の割合

65歳以上人口の割合

【 安曇野市

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業の概要 】

１ 事業の企画・調整等

（1） ＫＤＢシステムを活用した地域の健康課題の分析・対象者の把握

（2） 事業の企画・調整等

（3） 医療関係団体等との連絡調整

２ 高齢者に対する支援内容

（1） 高齢者に対する個別支援（ハイリスクアプローチ）

『低栄養予防事業』

BMI・ｱﾙﾌﾞﾐﾝ等の健診結果から、低栄養状態にある者への個別指導

『重症化予防の保健指導』

①血圧・心電図所見から、循環器の重症化予防を目指し保健指導

②糖尿病重症化予防のため、糖尿病未治療者に対する保健指導

『健康状態不明者 実態把握』

KDBで抽出される健診未受診者の実態を把握し必要な事業へ繋ぐ

（2） 通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ）

『認知症・骨折 予防教室』

高血圧・糖尿病の重症化による認知症予防・骨折予防のための健康教育・相談

『住民主体の通いの場でのポピュレーションアプローチ』

『健康づくり推進員との共同実施』

※詳細は裏面

75歳に到達し　後期高齢者になると

それまで加入していた被用者保険から後期高齢者医療保険となり、

保健事業も実施主体である医療保険者の異動に伴い、支援者や内容が大きく異なってしまう。

後期広域連合は、規模が都道府県単位と大きく専門職の配置やきめ細やかな支援の実施が困難。

75歳になられた団塊世代の方々は、その時点では比較的お元気であり、

問題はそのさらに10年後!!

事業の目的は

健康寿命の延伸 社会保障費の安定化と

【事業目的】

健康局

保険局

老健局

法律・制度等の改正

医療

年金

福祉その他

資料３-３
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関係各課協議会提出資料(裏面)

2021.2.12

Ｒ３年度安曇野市 一体的実施事業の概要

詳細

１．事業の企画・調整等

(1) 　KDBシステムを活用した地域の健康課題の分析・対象者の把握

(2) 　事業の企画・調整等

(3) 　医療関係団体等との連絡調整

健診・医療等、各種データの蓄積と地域の課題分析　　　（国保年金課）

さらなる健診受診勧奨の取組を促進し、国保データベース（KDB）システムを活用した
課題分析を行い、関係団体との調整を行う。

【事業内容】

２．　高齢者に対する支援内容

(1)　高齢者に対する個別支援(ハイリスクアプローチ）   【対象：75歳以上】

　ア．低栄養防止・重症化予防の取組

  『低栄養 予防教室 』 （健康推進課）

 『 脳卒中・認知症・糖尿病の重症化予防　訪問指導 』　 （健康推進課）

　イ．健康状態が不明な高齢者の状態把握、必要なサービスへの接続

 『 健康状態不明者　実態把握 』（地域支援事業で実施） （介護保険課）

(2)通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ）

ア．フレイル予防などの健康教育・健康相談を実施する

イ．フレイル状態にある高齢者等を把握し、低栄養・筋力低下等に応じて支援

ウ．取組において把握された高齢者の状況に応じて、医療受診勧奨・介護に繋ぐ

 『 認知症・骨折 予防教室 』 （健康推進課）

 住民主体の通いの場でのポピュレーションアプローチ （介護保険課）

 健康づくり推進員との共同実施 （健康推進課）

※数字はR1情報が基であり、R3対象

者等は最新データで抽出予定

該当者

　KDBシステムから抽出された市の健診未受診者等の介護リスクの高い高齢者に訪問し、介護予
防教室等への参加や健診受診勧奨を実施

877人

　糖尿病は血管を傷めるため、糖尿病性腎症重症化予防に加え、認知症・骨折・脳血
管疾患等の予防を目指し自己管理できるよう、個別支援を実施

550人

《対象者》
　糖尿病重症化予防プログラムによる有所見者への個別指導を、74歳以下
(国保)に加えて、75歳～79歳へも拡大・充実

各地区健康づくり推進員により開催される「地区健康教室」で、フレイル予防についての健康教育・相
談、必要に応じて、保健指導や関係機関との連携を行う（つなぐ）

高血圧・糖尿病を治療中の方に、脳血管疾患だけでなく認知症・骨折の原因になることや自
己管理の重要性を理解できるための教室を開催。個別相談により、必要時は関係機関につな
ぐ。

70人

該当者

脳
卒
中

認
知
症

　高血圧・心房細動は心原性脳塞栓症をはじめとする脳血管疾患の原因となるため、要
介護状態への予防に資する自己管理を目指し、個別支援を実施

560人

《対象者》
　高血圧Ⅱ度以上および心房細動の有所見者への個別指導を、74歳以下(国
保)に加えて、75歳～79歳へも拡大・充実

活動を把握し支援している「住民主体の通いの場」で、フレイル予防の健康教育・相談、取り組みが充
実するよう助言、ニーズに応じた専門職の支援を実施。質問票、身体・血圧・体力等の測定をもとに必要
に応じて関係機関につなぐ。

糖
尿
病

該当者

　低栄養状態からのフレイル予防のため、健診データなどから対象者を抽出し、栄養・口腔機
能などに関しての個別支援を、教室形式も併用して実施 100人

《対象者》 健診結果でBMI18.5未満、質問票の関連項目・ｱﾙﾌﾞﾐﾝ値が該当する希望者

対象者

【事業目的】

75歳に到達し　後期高齢者になるとそれまで加入していた被用者保険から後期高齢者医療保険となり、

保健事業も実施主体である医療保険者の異動に伴い、支援者や内容が大きく異なってしまう。

後期広域連合は、規模が都道府県単位と大きく専門職の配置やきめ細やかな支援の実施が困難。

75歳になられた団塊世代の方々は、その時点では比較的お元気であり、問題はそのさらに10年後!!

事業の目的は 健康寿命の延伸 社会保障費の安定化と

【事業効果】

○　健診データ、KDB（国保データベース）システムを活用した分析により、市の健康課題
や優先的に支援すべき対象者がより明確になり、効率的・効果的な事業に結び付く。
○　生活習慣病の重症化の予防ができ、住み慣れた地域で自立した生活ができる期間
が延伸する。
○　医療制度をはじめとする社会保障制度が安定的に運営されることになり、高齢者が
安心して   暮らせる地域社会の醸成が図られる。
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タイトル 国保健康ポイント制度の普及状況について 

要旨 

市が実施する各種検診等を受診した国保加入者に健康ポイントを

付与し、貯まったポイントを特典に交換する制度です。ポイント付

与３年目となる本年度も、自らが楽しみながら健康づくりを行い、

健康意識を高め、健診等受診率の向上を目指します。健診を受けた

ことで健康ポイントを獲得、ポイント券を直売所で使用することで

地域の活性につながり、また、各種検診に使用することで健康管理

につながるという効果が期待できます。（別添チラシのとおり） 

説明 

１ 実施状況 

① 平成 30 年度制度創設、翌年度からポイント割引券付与 

② 令和元年度 割引券 3,626 枚配布 2,320 枚使用（使用率 63.8％） 

③ 令和２年度 割引券 6,003 枚配布 5,273 枚使用（使用率 69.7％） 

２ 取組みの成果 

① 利用者アンケート結果によると、市が実施する各種検診や農産物

直売所での利用は使用期限が定められており、利用に不便を感じ

る方が多いことがわかりました。また、ポイント制度を知らない

人や、気付いたら利用できる手段が無くなっていたとの意見もあ

りました。そこで、特定健診の案内や勧奨通知のすべてに「健康

ポイント制度」の案内を行いました。 

② 市ホームページの掲載内容をわかりやすく見直しました。 

③ 健診受診者からの問い合わせには、健康ポイントが貯まることを

説明し、利用できる範囲は各保健センターの健診（検診）のほか、

市農産物直売所での買い物や食事に利用できることを説明し、使

用率は好調でありました。 

④ 年度末まで割引券が使用できるよう市役所 1階「あったカフェ」

を追加しました。 

３ 課題 

① 利用者の利便性を高めるため、ポイント割引券が利用できる範囲

の拡大が課題であると考えます。 

４ 本年度の事業展開 

① 特定健診の案内、勧奨通知発送の機会をはじめ、広報紙を活用し

て健康ポイント制度の周知を行います。 

② 市内の障がい福祉サービス事業所で扱う製品等の購入に健康ポ

イント割引券を利用いただけるよう制度の見直しを検討します。 
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その他 資料４ 
第 1回国保運営協議会 

令和３年５月 19 日(水） 

保健医療部 国保年金課 

 








